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基本項目

区　　分 全　体 介護第2号
被 保 険 者

組 合 員 数 16,332人 9,135人

組合員１人
当 た り の
給 料 月 額

短　期
332,768円

短　期
390,741円

長　期
332,115円 －

被扶養者数 18,748人 2,971人

予算作成にあたっての基礎数値です

平成22年度 事業計画及び予算

短期給付財政については、組合員数の減少及び給

与等の伸び悩みなどにより掛金・負担金の収入が減

少する一方、高齢者医療制度に対する支援金や医療

費の増高等で支出が年々増加しています。

平成22年度においても、引き続き収入は減少する

見込みです。支出においては、前期高齢者納付金が

大幅に増加することが見込まれています。高齢者医

療制度に対する支援金等の負担は、費用全体の約

42％になります。また、協会けんぽの財政問題への

特例措置も検討されており、これらのことから短期

財源率を千分の12.8引き上げ、千分の90とすることと

なりました。

収支の結果は、当期短期利益金を生じる見込みです

が、欠損金補てん積立金に全額積立てて事業の安定を

図る予定です。

また、介護財源率においても、組合員数の減少に

もかかわらず、介護被保険者１人当たりの負担額の

増加が見込まれ介護納付金が増加するため、財源率

を千分の0.66引き上げ、千分の9.2にすることとなり

ました。

財源率の引き上げは、組合員の皆さんに多大な負担

をおかけすることになりますが、今後の短期経理の健

全な運営のためにご理解いただき、また、引き続き

疾病の早期発見・早期治療に心がけていただきます

ようお願いします。

◆ 短期経理 ◆ 組合員と被扶養者の医療費等をまかないます。

短期財源率・介護財源率ともに引き上げ

３月２日第１回組合会で議決
平成22年第１回組合会が３月２日開催され、平成22年度の事業計画及び予算

が決まりましたのでお知らせします。
共済組合の事業は、組合員の皆さんが負担する掛金と地方公共団体が負担

する負担金でまかなわれています。しかし、組合員数の減少や給与削減等に
より収入の大幅な減少は避けられず、また、混迷が続く経済・金融情勢のなか、
資金運用益の見通しも大変厳しくなっております。
短期経理は、医療保険制度改革に伴う負担増や医療費の増高等で厳しい財政

状況にあります。このため、大幅に財源率を引き上げ支出の増加に対応する
こととしました。また、介護財源率についても、介護納付金の増加に伴い財
源率を引き上げることとしました。短期給付事業の安定的運営を確保するた
め、組合員や被扶養者の医療費の分析を行うとともに、「短期給付財政安定
化計画」を策定し、医療費抑制策を講じることとしています。
長期経理は、全国市町村職員共済組合連合会（以下「市町村連合会」）に

集約して一元的に処理されています。年金制度に対する理解と信頼を高める
ため、組合員等への周知を図り、相談業務の充実に努めます。
保健経理は、組合員及び被扶養者の健康の保持増進に資する事業を重点的

に行っていくこととします。特定健康診査及び特定保健指導については、制度
の周知及び実施率向上に努めます。
厳しい経営環境にある宿泊経理等は、組合員及び年金受給者への利用促進を

図り、企画商品の開発、費用面を見直し経費節減を図る等、より一層の経営
努力を行うこととしています。
なお、各経理別の事業概要は次のとおりです。



平
成
二
十
二
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算

Yamaguc
hi

3

長期給付事業の一元的処理に伴い、市町村連合会が年金の決定・支払いを行います。このため、この経理は、地方

公共団体から納付された掛金･負担金を受けて市町村連合会に払い込むための経理となります。

昨年実施された財政再計算（５年ごとに行う保険料負担水準等の見直し）により、保険料率の引き上げ（千分の

0.354）が毎年９月に行われます。

平成22年１月からは、組合員及び年金待機者の利便の向上を図るため、ターンアラウンド方式（住所・氏名等の

基本情報を印字した請求書を送付する。）による退職共済年金決定請求書の事前送付を実施し、年金の請求もれを防止

するよう努めております。

今後も、年金制度に対する信頼を確保し、制度に対する理解を高めるため、組合員、年金受給者及び年金待機者に

積極的に広報活動を行い、引き続き相談業務の充実に努めます。

◆ 長期経理 ◆ 年金給付のための資金です。

９月に保険料率の引き上げ

長期給付積立金は、市町村連合会において運用されていますが、この積立金の一部を市町村連合会から委託運用

することが認められています。

運用方法については、地方公共団体への縁故地方債、他経理への貸付及び短期運用となっております。

◆ 預託金管理経理 ◆ 長期給付積立金の一部を運用します。

保健事業では、組合員及び被扶養者のため健康保持増進に重点を置い

た事業を行っています。

平成22年度は、短期人間ドックなどの疾病予防対策事業を中心に、メン

タルヘルス相談や健康セミナーなどの医療費増高対策にも努めます。

特定健康診査及び特定保健指導では平成20年度に特定健康診査等実施

計画の中で定めた目標値の達成に向け、事業主検診の特定健診項目の一部

の助成を引き続き行い、制度の周知及び実施率向上に努めます。

また、シーサイドパレス萩と防長苑に対しては、土地・建物等資産の

保持及び管理に要する費用や減価償却費等に充てる費用として繰り入れ

を予定しています。

収支の結果は、当期損失金を生じますが、積立金を取り崩して補てん

する予定です。

◆ 保健経理 ◆ 健康の保持増進を目的に事業を行います。（8ページをご参照ください。）

特定健診・特定保健指導を実施しています

短期給付事業、長期給付に関する事業などを行うための事務費や人件費

などをまかなう経理で、財源は、地方公共団体等から事務費負担金として

納付されております。

平成22年度の地方公共団体負担分は、組合員１人当たり年額10,140円と

なります。また、短期経理からは、組合員１人当たり年額1,870円を繰り

入れます。

収支の結果は、当期利益金を生じる見込みですが、より一層の事務経費

の削減に努めます。

◆ 業務経理 ◆ 事業運営に必要な諸経費をまかないます。
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本施設は今年８月、平成７年の開業から15年の節目を迎えます。そこで、

今年度はオープン15周年記念と銘打って、組合員重視の利用特典や企画

商品を用意し、売上増をめざします。

厳しい経済不況の中、萩地域における観光客数も伸びず、特に宿泊

利用者が毎年減少している状況です。前年度から委託業務の直営化、プー

ルの冬季休業、レストランのアイドルタイム廃止など、人件費をはじめ

とするコスト削減策を推し進めてきましたが、さらに無駄を省き、運営

効率の向上を図ります。

職員が一丸となってサービスの向上に努めておりますので、ぜひ、ご家族

おそろいで、また、お友達とお誘い合わせのうえお越しください。

◆ 保健経理（２） ◆ 保健施設　シーサイドパレス萩を経営しています。

オープン15周年です

共済積立貯金は、昭和60年に制度が発足し本年で25周年を迎えること

となりました。

将来にわたり持続可能な制度としていくために組合員の皆さまへの

普及活動を継続し、共済積立貯金の加入者数及び貯金残高の増加に努め

ます。

また、貯金加入者の皆さまからお預かりした資金を安全かつ効率的に

運用して参ります。

収支の結果は、当期利益金を生じる見込みですが、欠損金補てん積立

金に積み立てて事業の安定を図る予定です。

低金利時代の今、安全かつ有利な共済貯金をどうぞご利用ください。

（６・７ページ及び14ページに関連記事があります。）

◆ 貯金経理 ◆ 資産運用をお手伝いします。

引き続き貯金の支払利率は年利1.1％（税引き後0.88％）
を維持します

景気低迷と観光需要構造の変化により、宿泊者数、宴会利用者数は毎年

減少しています。

家族及び年金受給者の平日利用者向け宿泊プラン、宴会プランの販売

により利用促進を図りました。今後も組合員及び年金受給者への利用

促進に向けてのＰＲ、ホームページを利用した宿泊予約販売の推進、宿泊

をセットにしたプラン等の充実を図り、利用客の増加に向けて努力します。

引き続き、職員の接客能力の向上を図り、利用客の満足度向上に努め、

健全経営をめざします。ぜひ、ご家族おそろいで、また、お友達とお誘い

合わせのうえお越しください。

◆ 宿泊経理 ◆ 保養所　防長苑を経営しています。

飲んで食べて美肌の温泉をご利用ください
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給料（本俸）………………………………………………………………………………………………………………（単位：‰）

● 平成22年度財源率 ●

期末手当等（ボーナス）……………………………………………………………………………………………（単位：‰）

※長期組合員、市町村長長期組合員は、後期高齢者医療制度の被保険者です。
※長期掛金負担金の（ ）は9月以降の率です。

：今年度変更となった率です。

経理区分

組合員種別

短期経理 保健経理 長期経理 業務経理

掛金 負担金 介護掛金 介護負担金 調整負担金 公的負担金 掛金 負担金 掛金 負担金 公的負担金 児童手当拠出金 事務費負担金

一
般
組
合
員

一 般 職 56.25 56.25 5.75 5.75 0.875 0.375 2.7 2.7 94.7125
（96.925）

95.0875
（97.3） 42.625 －

１人当り
月額845円

組合専従 56.25 56.25 5.75 5.75 0.875 0.375 2.7 2.7 94.7125
（96.925）

94.7125
（96.925） 42.625 －

特 別 職 45.0 45.0 4.6 4.6 0.70 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 －

派遣職員 56.25 56.25 5.75 5.75 0.875 0.375 2.7 2.7 94.7125
（96.925）

95.0875
（97.3） 42.625 1.30

市町村長組合員 45.0 45.0 4.6 4.6 0.70 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 －

長期組合員 2.45 2.45 － － － 0.375 2.7 2.7 94.7125
（96.925）

95.0875
（97.3） 42.625 －

市 町 村 長
長 期 組 合 員 1.96 1.96 － － － 0.30 2.16 2.16 75.77

（77.54）
76.07
（77.84） 34.1 －

船員一般組合員 52.09 67.91 5.75 5.75 0.875 0.375 2.7 2.7 94.7125
（96.925）

95.0875
（97.3） 42.625 －

特定消防組合員 56.25 56.25 5.75 5.75 0.875 0.375 2.7 2.7 94.7125
（96.925）

95.0875
（97.3） 42.625 －

継続長期組合員 － － － － － － － － 94.7125
（96.925）

95.0875
（97.3） 42.625 1.30

経理区分

組合員種別

保健経理 長期経理 業務経理

掛金 負担金 介護掛金 介護負担金 調整負担金 公的負担金 掛金 負担金 掛金 負担金 公的負担金 児童手当拠出金

一
般
組
合
員

一 般 職 45.0 45.0 4.6 4.6 0.70 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 －

組合専従 45.0 45.0 4.6 4.6 0.70 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

75.77
（77.54） 34.1 －

特 別 職 45.0 45.0 4.6 4.6 0.70 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 －

派遣職員 45.0 45.0 4.6 4.6 0.70 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 1.30

市町村長組合員 45.0 45.0 4.6 4.6 0.70 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 －

長 期 組 合 員 1.96 1.96 － － － 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 －

市 町 村 長
長 期 組 合 員 1.96 1.96 － － － 0.30 2.16 2.16 75.77

（77.54）
76.07
（77.84） 34.1 －

船員一般組合員 41.672 54.328 4.6 4.6 0.70 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 －

短期経理

特定消防組合員 45.0 45.0 4.6 4.6 0.70 0.30 2.16 2.16 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 －

継続長期組合員 － － － － － － － － 75.77
（77.54）

76.07
（77.84） 34.1 1.30

貸付事故は減少傾向にありますが、引き続き事故防止に努めていくこ

とが必要なため、市町村連合会において、貸付要件の厳格化や事前審査

の充実を図るよう更なる事業の見直しが検討されています。

また、償還中の貸付の繰上償還及び定年退職者の一括償還の増加のた

め、貸付金残高の減少傾向は続いています。組合員貸付金残高の減少に

伴い、収入である組合員貸付金利息が減少するため、今年度も欠損金補

てん積立金を取り崩して運営する予定です。

◆ 貸付経理 ◆ 住宅資金や臨時資金をお貸しします。
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項目 内容 実施対象者 実施
時期 場所等 案内及び利用方法

疾
病
予
防
対
策
事
業

短期人間ドック

「１泊２日ドック」
受診費用の助成

40歳以上の
組合員

通年 契約
健診機関

今年度受診希望については、１月に配布した
「人間ドック利用申込書」により、申し込み
いただいております。
後日、所属所経由で申込者あてに人間ドック
ご案内を送付します。
※今年度の申込みは締切りました。

「日帰りドック」
受診費用の助成

30歳以上の
組合員、

被扶養配偶者

医
療
費
増
高
対
策
事
業

保健図書の配布

出産予定組合員・被扶養配偶
者に育児専門書の贈呈

組合員、
被扶養配偶者

通年

－

育児専門書請求書（すくすく赤ちゃん・育児
Ｑ＆Ａ・赤ちゃんとママ（月刊誌）から１つ
を選択）により請求してください。
請求者のご自宅に送付します。

新規加入組合員に共済組合事
業の案内等の配布

新規加入
組合員 － 各所属所を通じて配布します。

電話健康相談
24時間フリーダイヤル、イン
ターネットによる無料健康相
談（専門業者に委託）

組合員、
被扶養者 －

フリーダイヤル（0120-876-898：携帯電話使
用可）、インターネット（共済組合ホームペ
ージ「共済健康相談室」からアクセス。IDは
876898です。）での相談方法があります。

メンタルヘルス相談

医療機関等で組合員の心の健
康相談：１人につき年度内３
回まで無料
（医療機関等に業務委託）

組合員

委託機関
（別紙藤色
リーフレット
を参照）

「メンタルヘルス相談事業の実施について（藤色のリー
フレット）」を本誌に差込んでいます。「相談利用券
（リーフレットに添付）」と「組合員証（健康保険証）」
を委託相談機関の窓口に提示してご利用ください。

健
康
セ
ミ
ナ
ー

健康管理者研修会 健康維持増進等に関する管理
者研修

所属所各部署
の管理者等 ７月頃 防長苑 日程、内容等詳細が決まってから各所属所に

開催案内を通知します。

健康関連講座 健康維持増進等に関する講演
と軽い運動

組合員、
被扶養配偶者

７月～
10月

調整中

日程、内容等詳細が決まってから共済だより
及びホームページにて参加者募集の案内をし
ます。
あわせて、各所属所に開催案内を送付し、参
加者の募集をします。

体力づくり教室
運動を始めるきっかけづくり
として、スポーツ体験教室を
開催

組合員、
被扶養配偶者

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
事
業

生涯生活設計型講座 年代別又はテーマ別に分けて
開催

組合員、
被扶養配偶者

8月頃 調整中

退職予定者説明会 年度末退職予定者へ年金・医
療保険制度の説明 組合員 10・11月 県内

約6会場

保
養
等
事
業

施設宿泊
利用助成

防長苑 １人１泊　3,000円

シーサイドパレス萩
１人１泊　3,000円

組合員、
被扶養者

通年

各施設
（別紙黄色
リーフレット
を参照）

利用施設が決まっ
たら、所属所の共
済事務担当課で必
要事項（注）をす
べて記入した利用
助成券を発行して
もらって、利用す
る施設へ持参して
ください。
その際、組合員
証・被扶養者証
（健康保険証）の提
示をお願いします。

保健・保養施設宿泊利用助成券
（防長苑・シーサイドパレス萩用）
・組合員団体用（白色）
・組合員、被扶養者用（桃色）

契約保養所及び旅館
１人１泊　2,000円

組合員、
被扶養者

契約保養所及び旅館
宿泊利用助成券（黄色）

保健・文化施設
利用助成

１人１利用につき
料金の500円以内の額

組合員、
被扶養者

保健・文化施設利用助成券
（水色）

施設利用
割引優待

シーサイドパレス萩の「バ
ス＆サウナ・プール・トレー
ニングジム」の無料優待

組合員、
被扶養者

シーサイド
パレス萩

本誌に「平成22年度シーサイドパレス萩アクア優
待券」を印刷していますので、切り離してご利用
ください。
ただし、プールは冬季休業（11月～２月）します。

銀婚祝保養所
優待助成

銀婚を迎えた組合員へ直営保
養所の優待助成券を贈呈 組合員

防長苑・
シーサイド
パレス萩

５月に所属所で該当者を調査して報告いただ
き、６月末に該当者宅に「銀婚祝保養所優待
助成券」を直接送付します。利用の際は、直
接施設にお問い合わせください。

旅行支援

「JRバカンスクーポン」
共済組合又は旅行業者の直
営・契約施設に宿泊する旅行
のJR等の運賃割引

組合員、
被扶養者

JTB、近畿
日本ツーリ
スト、トッ
プツアー

バカンスクーポン購入申込書に記入し、取扱
旅行会社へ直接提出してください。
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